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研究成果の概要：

福祉国家の再構成は、国家と社会の関係につき｢守護者としての国家｣とは異なった国家像に
立脚すべきであるとの知見が得られた。福祉と安全いずれについても、公私協働を通して民間
主体の専門的ノウハウや知見を活用する一方、公役務利用者の権利保障を強化する必要があり、
かかる要請を踏まえた国家像は、公私の関係を垂直的ではなく水平的なものに捉え直すと同時
に、三面的法関係の各局面において、「透明性」と「争訟可能性」を最大限組み込んだものでな
ければならないとの知見が得られた。
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直接経費 間接経費 合 計

２００６年度 4,100,000 1,230,000 5,330,000

２００７年度 4,000,000 1,200,000 5,200,000

２００８年度 3,300,000 990,000 4,290,000

年度

年度

総 計 11,400,000 3,420,000 14,820,000

研究分野：社会科学

科研費の分科・細目：法学・公法学

キーワード：福祉、安全、参加、行政像、公私協働、リスク、公益

１．研究開始当初の背景
(1)種々の行政分野における公私協働の進行
及び公的サービス給付や公共施設の設置管
理における公的事務の民間化の進行という、
様々な方向から行政の役割・機能を縮減しよ
うとする圧力の下で、行政が従来から担って
きた機能や役割が行政固有の領域ではなく
なってきており、行政の存在価値が問い直さ
れている。
(2)現代社会は、原子力等の高度科学技術の

利用、BSE 汚染牛や遺伝子組換え食品等の食
品の安全性、新種の感染症への対策、未知な
いし未解明の化学物質の利用等、人類にとっ
ての有用若しくは不可避であると同時に高
度の危険性をも孕み、場合によっては将来の
世代にまで深刻な影響を及ぼす恐れのある
多様なリスクに対し、いかに適正に対処する
かという課題に直面しており、このような未
知又は未解明のリスクに対し人の生命健康
の安全を確保するために行政はいかなる役
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割を果たすべきかが問われている。
(3)公的サービスの民間化は、行政と民間事
業者との協定や民間事業者と公的サービス
利用者との契約締結等の合意手法を不可避
とし、また、適正な合意形成のための適切か
つ充実した情報提供を不可欠とする。また、
未知又は未解明の様々なリスクに対し適切
に対処するには、リスク情報の共有化と市民
参加、及びリスクが問題化する各領域で活動
する民間諸団体との協定等を介した連携・協
働を必要とする。

２．研究の目的
(1)福祉国家の後退・再編とともにリスク社
会への対応という二重の課題の下で、行政が
担うべき使命・役割を再定義し、また公的主
体と私的主体及び行政と市民との適正な相
互関係を再構築するためのベースとなり得
る新たな行政像を構想する。
(2)福祉・安全・参加に立脚した新たな行政
像の下での行政手法論について、一方的行政
手法と合意的行政手法との最適な組み合わ
せ及び市民参加と情報共有化を実現するた
めの具体像を明らかにする。

３．研究の方法
(1)福祉グループと安全グループという２つ
のグループごとのチームを編成し、文献研究
を中心にしながら適宜のヒアリングを組み
合わせた研究方法を採用した。
(2)福祉・安全・参加に立脚した新たな行政
像を理念的・価値的側面と手法的側面の双方
について明らかにするための比較法的な参
照対象として、ドイツ法とフランス法を取り
上げ、両国における同様の問題状況に関する
理論状況の検討を行った。

４．研究成果
(1)社会福祉分野では、1990 年代半ば以降の
福祉法制の変容によって、サービス供給主体
としての福祉行政の役割が縮小するととも
に、福祉サービスの市場化・営利化および提
供主体の多様化が急速に進んでおり、多様な
民間事業者の参入が続いているとの知見が
得られた。より仔細に見ると、以下の点が明
らかとなった。
福祉法制の変容の嚆矢となった介護保険

法が、営利・非営利の別を問わず多様な法人
を指定事業者として参入させる制度を採用
したため、居宅系サービスを中心に、福祉市
場への参入規制が次第に撤廃されつつある。
また、これと並行して推進されてきた行政民
間化政策によって、構造改革特区や指定管理
者の諸制度が整備されたことも、この分野に

おける行政の供給主体としての役割縮小に
拍車をかけている。その結果、社会福祉法上
は第一種社会福祉事業として国・地方公共団
体・社会福祉法人以外の参入が制限されてい
る「特別養護老人ホーム」でさえ、公設民営
型の運営が可能とされるなど、次第に、施設
系サービスについても規制撤廃へと向かい
つつあるという実態が明らかとなった。

多様な私人がサービス供給主体として参
入することが認められ、かつ、契約化された
現行福祉法制の下で、要援助者の権利保障を
十全なものとするためには、個々の要援助者
のニーズを発見・把握しサービスへと繋げる
役割が、極めて重要となる。この点で介護情
報の提供及び相談・助言等の支援業務の重要
性が増大するが、いずれも要援助者のニーズ
に十分応えるものになっていない。行政は、
客観的情報の一方的提供と、サービス利用に
要した費用の一部助成という金銭給付を行
う以外には、せいぜい、規制権限を発動する
役割を担うにとどまることとなった。他方、
2005 年・2008 年の介護保険法改正において
は、市町村が実施主体となる「地域包括支援
センター」の設置（ただし民間委託が可能）、
都道府県知事による介護サービス情報の提
供（ただし民間委託が可能）、および規制権
限の強化のように、行政の役割に関する新た
な動きが現れていることも明らかとなった。
このような、1990 年代半ば以降から続く一連
の福祉法制の動向は、福祉分野における公私
の役割分担が今なお試行錯誤の段階にある
ことを示しており、それゆえに、多様な私人
の参入を認めた場合における行政の果たす
べき役割や公私の連携・協力のあり方を方向
づける新たな法理論の構築が必要とされる
ことが明らかとなった。
さらに、社会福祉以外の公共サービス分野

においても、PFI、「公の施設」に関する指
定管理者制度、公共サービス実施委託契約に
おける市場化テストの導入が行われており、
民間事業者によるサービス提供の場合をも
視野に入れた適正な給付行政像の再構築が
喫緊の課題であることが明らかになった。そ
の際の行政とは、従来型の福祉国家が前提と
していた「社会の守護者としての国家」では
ない新たな国家像に立脚したものでなけれ
ばならないことも明らかとなったが、かかる
新 た な 国 家 像 は 、 「 見 通 し の 良 さ 」
（visibilité）即ち「透明性」（transparence）
と「紛争性」（conflitualité）即ち「争訟
可能性」（contestabilité）を具えたもので
なければならないことも明らかとなった。

(2)社会福祉やその他の公共サービス給付行
政における行政、民間事業者、利用者という
三者間の相互関係を包摂した三面的な法律
関係の把握が必要となることが明らかとな



った。その際に、行政と民間事業者との関係
については、介護保険事業者や｢公の施設｣の
指定管理者のように行政庁による指定等の
行政処分が介在するタイプのものと、要保育
児童の民間保育所への措置委託、PFI 事業、
市場化テストによる民間委託の場合等のよ
うに、行政と民間事業者双方の権利義務が契
約により確定するタイプのものがあること
が明らかとなった。他方、行政と利用者との
法関係についても、要保育児童の措置委託の
場合のように、措置権者による措置開始決定
を介して行政・利用者間にも一定の権利義務
が成立するタイプのものと、介護保険サービ
スの場合のように、行政・利用者間には直接
的な権利義務関係が介在せず、もっぱら利用
者・民間事業者間の役務提供にかかる私法上
の契約関係により処理されるタイプのもの
とがあることが明らかとなった。以上のよう
に、三面的法関係においては各法制度の趣旨
に応じて多様な法関係が成立し得るわけで
あるが、多面で、かかる多種多様なタイプの
法関係のいずれに関しても、公共サービス利
用者の権利利益の実効的な保護救済を確保
するための理論構成を図る必要があること
が明らかとなった。

(3)「安全」については、「危険」や「リス
ク」の客観的な認定基準や認定方法を確保す
ることが最も難しい課題であることが明ら
かとなった。
わが国では、ほとんどの食品安全基準が省

令・告示等の制定・改廃という形式で行われ
ているため、こうした行政立法に対する司法
統制を強化する必要があり、この面で日本法
の現状は、欧米と比較して不十分であること
が明らかとなった。他方、従来の食品安全シ
ステムは、意図的な有害物資の混入があり得
ることを前提に組立てられていないが、「中
国ギョウザ事件」でもみられるように、意図
的有害物質の混入も視野に入れた食品安全
システムにおけるセキュリティー改革が必
要となっていることが明らかとなった。さら
に、食の安全性は、環境や農業とも密接に関
わっていることから、環境・農業・食の関連
性を意識した法制度改革が必要である。この
点で、米国で 1996 年に制定された食品品質
保護法が参考になるとの新たな知見が得ら
れた。

(4)「安全」との関係で問題となる「予防原
則」については、リスクの程度に応じて段階
化された措置の発動を要求する行為規範で
あり、比例原則の一環としても把握できるこ
とが明らかになった。

(5)「安全」に関わる中心的課題との一つと
なる治安問題に関する比較法的参照事例と

して、移民社会であるフランスにおける地域
の安全確保のための対策として、国家警察、
地方公共団体、非営利団体等の協働の取り組
みである｢地域安全契約｣（contrats locaux
de sécurité）が、参考になる。

治安改善の処方箋を警察組織以外にも求
め、犯罪に強い社会の構築のために自治体や
コミュニティの関与を求めていく対策の中
心となっているのが、「地域安全契約」であ
る。その背景には、大都市郊外部の移民街を
中心とした地域における治安悪化の深刻化
という事情がある。フランスの警察・司法機
関は様々な歴史的経緯から、こうした状況に
対して必ずしも十分に対応できなかったこ
とから、犯罪者が処罰されないことへの無力
感が広がり、司法への不信感が体感治安の悪
化感情を深刻化させてしまった。こうしたこ
とから、「地域安全契約」に、市町村レベル
で、警察力投入を含む各機関の有機的結合を
導くツールとなることが期待された。その結
果ね地域安全契約は、地域レベルにおける関
係機関の協働を促進し、治安対策におけるセ
クショナリズムの低減をもたらす等ある程
度の成果を挙げたことが明らかとなった。
しかし、地域安全契約の三分の二は十分に

機能していないとされており、特に治安問題
が極めて深刻な地域では契約条項は機能し
なかったため、2006 年 12 月 4 日通達によっ
て、地域安全契約をより実効的なものとする
ための改革が提案され、市町村安全・犯罪予
防協議会を充分に機能させること、地域安全
契約の推進機能の組織化、地域安全診断と活
動の評価の向上などが目指された（「新世代
の地域安全契約」と呼ばれる）。
そこで、トゥールーズ市の地域安全契約を

サンプルに選び（Contrat Local de Securite
de Toulouse Actualisation 2006 より）新
世代の地域安全契約について検討した結果、
内容としては、（ア）行政内部の目標に過ぎ
ないもの、（イ）行政（警察含む）と私的法
主体の連携、（ウ）行政（警察含む）機関間
の連携に分類できる。総合的治安対策として
の側面は充分に現れているが、住民や市民の
参加という側面はあまりみられない。ただし、
民間の資金拠出団体や非営利社団が関係し
ているようであり、地域安全契約におけるこ
れらのアクターの位置づけは今後の課題で
あることが明らかとなった。

(6)「参加」については、必要な情報へのア
クセスを保障することが前提となること、ま
た、具体的な実施計画や個別措置段階での参
加では不十分であり、基本政策策定段階での
早期の参加制度を整備する必要があること
が明らかになった。その場合、参加の場の設
定が何を目的としたものであるかを明確化
する必要があることが明らかとなった。



(7)一例として、フランスで実施されている
「公共討論」については、国土全体の環境や
地域環境にとって重大な影響を及ぼす可能
性のある事業計画や政策の決定過程の最も
早期の時点において、市民参加の場の確保そ
れ自体を目的に行われる市民参加手続であ
り、個々の事業計画や政策決定の是非につい
て委員会自身の選択を提示する性質のもの
ではないことが明らかになった。

(8)以上のような福祉・安全・参加をめぐる
社会実態と法制度の変容に対して、行政法理
論はいかに対処すべきかが問われており、そ
のような行政法学の将来像を構想するため
に、「行政法の理論モデル」が参考になる。
「行政法の理論モデル」を提示しようする

際には、①三面関係における第三者利益ない
し公益の保護・実現、②私人との協働をつう
じた行政、および③行政目的実現の実効性と
いう３つの考察軸を設定することとした。

まず、第１の軸である第三者利益ないし公
益の保護・実現については、公益決定のメカ
ニズムにおいて、個々人の権利利益として把
えがたい第三者利益ないし公益がどのよう
な形態での「参加」をつうじて表出され、衡
量、調整されるべきかという課題がある。こ
れについては、主観的構成と客観的構成とい
う対照的な理論モデルが考えられる。前者に
は、一方で、行政過程における私人の地位に
即して公権論を深化させる理論的な方向性
と、他方で、諸利益を衡量・調整する法規範
の構造に着目し、不特定多数者の利益が集合
化される態様の考察から個々人の保護利益
を析出する方向性が存在する。後者としては、
第三者利益を、個別主体の意思に基づかない
そもそも不可分なものと捉え、これを組み込
んで利害調整を行う行政法固有の存在構造
に即した体系化を目指す方向性が考えられ
ることが明らかとなった。

次に、第２の軸である私人との協働をつう
じた行政は、「福祉」が典型的であるサービ
スの提供事務事業のほか、行政決定過程にお
ける協働も含め、公共事務遂行過程として捉
えることができる。その結果、公益ないし公
共事務を中核として、協働の担い手となる私
的主体とその内部秩序や意思決定の仕組み、
およびこれと第三者との法関係も視野に入
れることで、行政の観念、行政法の射程が従
来よりも拡大する理論モデルを構想し得る
ことが明らかとなった。

さらに、第３の軸である行政目的実現の実
効性に照らしたモデルは、行政法をいわば行
政目的を実現するための事業の管理、ガバナ
ンスのあり方を目指すものとして捉えるも
のである。これは、給付行政のみならず、規
制行政とこれをコントロールする法を、「安

全」の確保という視点から、事業とその管理
のあり方として捉える見方である。このモデ
ルは、諸種の行政活動について、その法効果
に着目する行為形式論とは異なり、それらが
目的実現のために果たす機能に着目して類
型化を図る。また、法規範のみならず、費用
便益分析等をつうじて目的に照らした合理
性・効率性を行政の行為準則として設定し、
その担保の仕組みとして司法的統制とは別
の自己コントロールの仕組みを構築するこ
とを目指すものであることが明らかとなっ
た。

(9)また、とりわけ現代のリスク社会におけ
る行政のあり方を示す典型的領域である環
境法の分野では、環境保護と国家像との関係
が問題となる。この点で比較法的な参照対象
として参考になるのは、ドイツ環境法におけ
る｢環境国家論｣である。

1980 年代末から複数の論者によってなさ
れているドイツ環境国家論を研究した結果、
①環境国家のイメージはなお固定的なもの
ではなく、エコファシズム・エコ社会主義・
エコロジーエリートそして自由主義的公共
団体のエコロジー的リニューアルといった
複数のシナリオが考えられていることが明
らかになった。しかし、論者の多くが、環境
保護を自由主義や法治主義と調和した環境
国家が望ましいと考えていることも明らか
になった。②また、環境保護は国家・社会を
含む共同体が解決すべき公的任務であるが、
すべてが国家の任務とならず、具体的には、
ドイツ特殊の国家義務論を通じて、現在およ
び将来の人間の生命・身体・財産への重大な
危険が発生する中核領域では、国家がそれを
防除する義務が発生するが、中核領域以外の
いわゆるリスク状態を観察し監督する義務
を誰が負うかは立法裁量にゆだねられてい
ると考えられていることが明らかになった。
③さらに、②で述べたような考え方は、より
具体的には、環境保護を国家目標としたドイ
ツ基本法改正論議（1990 年）とは必ずしも密
接な関連性はないが、いわゆる環境法典教授
草案（1990 年）、特に協働原則に関する規定
に反映していることが明らかになった。

(10)さらに、福祉・安全・参加という三つの
ファクターが不可分に結びついて問題化す
る典型的な行政分野として、情報サービス法
がある。とりわけ電気通信法分野においては、
民間によるサービス提供の場合でも最低限
のユニバーサル・サービスの保障のための法
制度が必要であること（わが国の電気通信法
制上は、導入済みだが法的には検討は不十分
であった）、電子化された民々・官民の手続
や電子社会の実現の上で、電子文書の安全
性・信頼性の確保のための電子署名・日時証



明の実現基盤が必要なことなどについて、わ
が国の現行法制の問題点を明らかにし、長期
的に電子文書の保存利用対応基盤が必要な
こと（その具体的施策も含む）について、課
題と法制的対応の必要性が明らかとなった。
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